
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ そこで、以下、右変更の合理性につき、前示の諸事情に照らして検討する。 

〈本件就業規則の変更によるＸの不利益はかなり大きなものであること、Ｙにおいて、定年延長の高度の必要

性があったこと、定年延長に伴う人件費の増大等を抑える経営上の必要から、従前の定年である 55 歳以降

の賃金水準等を変更する必要性も高度なものであったこと、円滑な定年延長の導入の必要等から、従前の定

年である 55 歳以降の労働条件のみを修正したこともやむを得ないこと、従前の 55 歳以降の労働条件は

既得の権利とまではいえないこと、変更後の 55 歳以降の労働条件の内容は、多くの地方銀行の例とほぼ同

様の態様であること、変更後の賃金水準も、他行の賃金水準や社会一般の賃金水準と比較して、かなり高い

こと、定年が延長されたことは、女子行員や健康上支障のある男子行員にとっては、明らかな労働条件の改

善であること、健康上支障のない男子行員にとっても、60 歳まで安定した雇用が確保されるという利益は、

決して小さいものではないこと、福利厚生制度の適用延長や拡充等の措置が採られていること、就業規則の

変更は、行員の約 90 パーセントで組織されている組合との合意を経て労働協約を締結した上で行われたも

のであること、変更の内容が統一的かつ画一的に処理すべき労働条件に係るものであることを認定した上

で、〉 

〈以上について〉考え合わせると、Ｙにおいて就業規則による一体的な変更を図ることの必要性及び相当性を

肯定することができる。〈中略〉 

したがって、本件定年制導入に伴う就業規則の変更は、Ｘに対しても効力を生ずるものというべきである。 


